
行政のデジタル化と基盤としてのマイナンバー制度

資料２



○デジタル手続法（令和元年５月31日公布）により、以下の行政手続のオンライン原則が定められた

１．行政手続（申請及び申請に基づく処分通知）について、オンライン実施を原則化（地方公共団体は努力義務）

 第６条第１項･･･「申請等のうち･･･法令の規定において書面等により行うこと･･･が規定されているものについては、当

該法令の規定にかかわらず、･･･電子情報処理組織･･･を使用する方法により行うことができる。」

 第７条第１項･･･ 処分通知等のうち･･･法令の規定において書面等により行うこと･･･が規定されているものについては、

当該法令の規定にかかわらず、･･･電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。」

２．本人確認や手数料納付もオンラインで実施（電子署名等、電子納付）

 第６条第４項・・・「申請等のうち･･･法令の規定において署名等をすることが規定されているものを･･･電子情報処理組織を使用す

る方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー

ド･･･の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。」

 第６条第５項・・・ 「申請等のうち･･･他の法令の規定において･･･手数料の納付の方法が規定されているものを ･･･電子情報処理

組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を

使用する方法･･･をもってすることができる。」

３．行政機関間の情報連携等によって入手・参照できる情報に係る添付書類を不要とする規定を整備

 第１１条・・・「･･･書面等であって･･･他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、

当該法令の規定にかかわらず、行政機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用

その他の措置･･･により、･･･当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付す

ることを要しない。」

行政のデジタル化と基盤としてのマイナンバー制度

マイナンバーやマイナンバーカードは、これらを実現するための基盤となるもの

※「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図る
ための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」（令和元年法律第16号）
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（電子情報処理組織による申請等）

第六条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令

の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織（行政機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。

以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次章を除き、以下同じ。）を使用

する方法により行うことができる。

2・3（略）

4 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法によ

り行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十一条において同

じ。）の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。

5 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の

電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをもってすることができる。

6（略）

（電子情報処理組織による処分通知等）

第七条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、

当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、

当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の主務省令で定める方式による表示をする場合に限る。

2～5（略）

第十一条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の政令で定める書面等であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該

申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、行政機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理

組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ政令で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用

して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運

営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する法律等の一部を改正する法律（抄）（令和元年法律第16号）

参考
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✓顔写真付きの身分証明書として
➣ 市町村での厳格な本人確認 → 確かに本人であるという証
➣ 顔写真があるのでなりすましができない
➣ 公私での身分証明が可能

✓このカードを提示することで、
自分のマイナンバーを証明

➣ 社会保障・税などの手続で、添付書類
が不要に

✓インターネット等により、
どこからでも安全・確実に本人を証明

➣ 電子証明書を使って、全国のコンビニで住民票の写し等を受け取れ
るほか、口座開設などの大切な手続も、どこからでも安全にできる

✓今後、健康保険証としての利用や、
海外からのインターネット投票も可能に

✓さらに、将来的には
ＡＩその他の様々な先端技術の活用を実現

＜例＞窓口のＡＩ端末にカードをかざし、本人情報の自動入力や
ＡＩとの対話により、行政手続をスムーズに

➠ Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０時代の必須ツール

マイナンバーの提示

対面での本人確認

電子的な本人確認

マイナンバーカードは、これからの時代の本人確認ツール

裏

交付無料
表

カードの
券面記載事項

ICチップ

マイナンバー
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○ マイナンバー法に基づき、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステム を用いた個人
情報のやり取りにより、各種手続の際に住民が行政機関等に提出する書類（住民票の写し、課税
証明書等）を省略可能等にする（情報連携）。

○ 本人確認（番号確認、身元確認）のためにマイナンバーカードを利用。

情報連携のイメージ

X市

申請項目 申請先 省略可能な書類の例

保育園や幼稚園等の利用に
当たっての認定の申請（子ど
も・子育て支援法）

市町村

生活保護受給証明書

児童扶養手当証書

特別児童扶養手当証書

課税証明書

障害者手帳

児童手当の申請
（児童手当法）

市町村
課税証明書

住民票

出産育児一時金の申請
（健康保険法）

健康保険組合等 住民票

介護休業給付金の支給の申請
（雇用保険法）

ハローワーク 住民票

障害福祉サービスの申請
（障害者総合支援法）

市町村

住民票

課税証明書

生活保護受給証明書

障害者手帳

障害者・児に対する医療費助成
の申請
（障害者総合支援法）

都道府県・市町村

住民票

課税証明書

生活保護受給証明書

特別児童扶養手当証書

障害者手帳

保険料の減免申請
（介護保険法）

市町村

住民票

課税証明書

生活保護受給証明書

マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類
〔平成３１年４月１５日時点〕

（注） 個別の事務手続の際には、各地方公共団体・行政機関のパンフレット、ホームページ等を必ずご確認ください。

申請項目 申請先 省略可能な書類の例

生活保護の申請
（生活保護法）

保護の実施機関（都道
府県・市等）

課税証明書

雇用保険受給資格者証

児童扶養手当証書

特別児童扶養手当証書

公営住宅の入居の申請
（公営住宅法）

都道府県・市町村

住民票

課税証明書

生活保護受給証明書

障害者手帳

国民年金保険料の免除・納付
猶予の申請
（国民年金法）

日本年金機構

住民票

課税証明書

雇用保険被保険者離職票

各種年金の裁定請求
（厚生年金保険法、国民年金
法等）

日本年金機構

住民票

課税証明書

雇用保険被保険者証

マイナンバーカード

４

④給付

①申請

マイナンバー制度における「情報連携」とマイナンバーカード



（参考）情報連携の効果

〇子育て分野
・「課税証明書」などの発行件数が16％減少（平成28年度71,045通→平成30年度59,998通（▲11,047通））

［A市（人口約40万人）］

・約1,000件あった「所得証明書」「住民票の写し」の未提出世帯に対する督促事務が、０件に減少 ［B指定都市］

・児童手当の支給に関する事務において職員の入力作業が軽減（平成30年度は約5,000件の入力作業減)［C指定都市］

〇介護保険分野（負担割合証・負担限度額認定証の発行）
・引越し後の介護保険負担割合証や介護保険負担限度額認定証の申請の際に、「課税証明書」の添付を省略

[D市（人口約30万人）]
・申請から発行までの期間が短縮 [E市（人口約30万人）]

〇介護保険料分野（課税所得の公用照会）
・課税情報を即時に取得できるため、転入した高齢者に対し、すぐに適切な介護保険料の額の提示が可能に

[F市（人口約30万人）]
・課税情報の公用照会の文書郵送やデータの手入力といった事務を大幅に削減 [G特別区]

〇障害者に対する支援制度分野
・支援制度の申請に「課税証明書」の添付が不要となり、発行の手間や手数料の負担を軽減

（自立支援医療（精神病院）事務：年間▲約150件、補装具費の支給：月間▲１件程度 ［H市（人口約40万人）］

〇生活保護分野
・収入状況等の照会・回答・調査の処理時間が短縮（年間▲約180件）され、受給者間での公平性を確保

[I市（人口約30万人）]
・社会保険の加入状況や雇用保険の受給状況の確認・調査に要する時間が短縮 [J市（人口約30万人）]

〇住民税分野
・年間約4,200件の遠隔地扶養公用照会のうち、約1,700件をオンラインにより処理 [K市（人口約30万人）]５



マイナンバーカードのAP構成

AP 用途・機能 アクセスコントロール

JPKI-AP
（公的個人
認証AP）

・署名用電子証明書は電子申請に利用 暗証番号（６～１６桁の英数字）

・利用者証明用電子証明書はマイナポータル等のログインなどに利用 暗証番号（４桁の数字）

券面AP ・対面における券面記載情報の改ざん検知
・対面における本人確認の証跡として画像情報の利用

※記録する情報は、
表面情報：４情報＋顔写真の画像
裏面情報：マイナンバーの画像

○マイナンバーを利用できる者
マイナンバー１２桁により表と裏の券面情報を確認

○マイナンバーを利用できない者

生年月日６桁＋有効期限西暦部分４桁＋セキュリティ
コード４桁により表の券面情報のみ確認

券面事項
入力補助AP

・マイナンバーや４情報を確認（対面・非対面）し、テキストデータとして利
用することが可能

※記録・利用する情報は、
①マイナンバー及び４情報 並びにその電子署名データ

②マイナンバー 及びその電子署名データ

③４情報 及びその電子署名データ

注）①、②については、番号法に基づく事務でのみ利用可能。

①については、暗証番号（４桁の数字）

②については、マイナンバー１２桁
※これにより、券面目視によりマイナンバーを手入力

するようなケースで正誤チェックが可能となる。

③については、生年月日６桁＋有効期限西暦部分４桁＋
セキュリティコード４桁

住基AP ・住民票コードを記録
・住基ネットの事務のために住民票コードをテキストデータとして利用可能

暗証番号（４桁の数字）

マイナンバーカードの表面 マイナンバーカードの裏面

※「暗証番号（４桁の数字）」については、統一の設定も可能。
ただし、生年月日やセキュリティコード等と同一は不適当。

マイナンバーカードのアプリの概要
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○ 公的個人認証はインターネット等によるオンライン手続や取引において、電子証明書により安全・確実

な本人確認を行うための公的サービス。マイナンバーカードのICチップの電子証明書を活用。

○ なりすまし・改ざんや送信否認の防止を担保、高いセキュリティを確保。
【参考】行政機関のほか、民間事業者31社(大臣認定事業者14社、同事業者を利用している事業者17社)がサービスを提供 ※令和元年11月1日現在

マイナンバーカードによる公的個人認証サービス(電子証明書)の利用について

安価で迅速な顧客登録
(アカウント開設)

顧客情報の「異動なし」の把握
と「更新の契機」の把握

確実な登録ユーザーの確認
(ID・パスワード式のログイン
に⽐べ、格段に強固なセキュリ
ティ機能)

お客様カードの代替
(独⾃のメンバーズカードの発
⾏が省略可能)

＜金融機関等の口座開設時の例＞

【従来】 対⾯による本⼈確認⼜は本⼈確認書類の写しの郵送による提出

【公的個⼈認証サービス利⽤】 オンライン上で本⼈確認

金融機関
書類に誤りがないか確認

本人確認完了

来店で申込又は申込書に記入の上、本人確認書類等
必要書類を添付して、金融機関へ郵送

マイナンバーカードを利用

有効性確認

結果

民
間
事
業
者
等 J‐LIS

本人確認完了
電子証明書

＜公的個人認証サービス
利用によるメリット＞

郵送コスト、
タイムラグが発生！

安価で即時に
サービスの利用可！
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券面事項入力補助ＡＰの活用 兵庫県姫路市の取組事例

○マイナンバーカードの券面情報による申請書自動作成サービス
 窓口へ提出する申請書等には氏名、住所を記載することがほぼ必須であり、複数の手続を

一度に行う市民にとって、繰り返し同じ内容を記入することが負担となっていることから、マ
イナンバーカードの券面情報を活用して申請書等への記入負担を軽減

 機器内に一切の情報を残さない仕組みとし、市民の情報流出への不安に配慮
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マイナンバーカードのICチップ内の空き領域の活用について

○ マイナンバーカードのICチップ内の空き領域は、カードアプリケーション(以下「カードAP」 という。)を搭載することで、
顧客向けの様々なサービスに利用することができる。

○ カードAPを搭載するシステム及び情報を読み書きするソフトウェアは、地方公共団体情報システム機構(J‐LIS)で提供しており、

個別にカードAPを搭載するシステムを用意する必要がないため、導入及び運用コストが削減できる。

○ カードAPを搭載することで、マイナンバーカード１枚で様々なサービスが受けられるようになる。

会員パス
福祉パス

端末へのアクセス許可

ログ記録／管理

書籍
USB機器

⼊構ゲート

個⼈情報取扱
業務の許可

会議・研修
参加記録

（⼊退パス）

リソース
貸出管理

施設利⽤
電⼦チケット

カード
AP

マイナンバーカードを使⽤する
ため新規のカード作成は不要

カードの有効期限が１０年間、
⻑期にわたり継続利⽤できる

国際規格に準拠、セキュリティ
の⾼いマイナンバーカード利⽤

経費を抑え使い勝⼿の良いクラ
ウドも利⽤可能

複数のサービスをマイナンバー
カード１枚に集約できる

ＰＣログイン
認証

出退勤管理

＜マイナンバーカードの空き領域の活用例＞
＜空き領域の活用によるメリット＞

９



コンビニ交付サービス

➣ コンビニで住民票や戸籍など
が取得可能なサービスの拡大
(R元.9月対象人口：9,669万人)

⇒ R元年度末には、
対象人口１億人突破

健康保険証としての利用

➣ マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格
確認の本格運用開始（R3.3月～予定）

➣ 医療機関等での特定健診情報（ R3.3月～ 予定）や服薬履歴の
閲覧（R3.10月～予定）等にも活用

スマートフォンでの利用

マイナポータル

身分証明書としての利用

各種行政手続での活用

職員証としての利用

➣ 国家公務員（H28.4）、徳島県庁
（H29.6）での先行導入

➣ 民間企業の社員証としての
利用(TKC,NEC,NTTcom,
内田洋行が活用) 

⇒ 官民問わず利用を更に拡大

➣ マイナンバーカード読み取り
可能機種が拡大中

Android：100機種が対応。（R元.11月）
iPhone ：11機種※iPhone7以降

利活用シーンを更に拡大し、マイナンバーカード１枚で様々なことが可能に

新たな利活用シーンが次々とこれまでの利活用シーンを更に拡大

オンライン契約

➣ 住宅ローンや、不動産取引な
どのオンライン契約での利用

（R元.1１月 大臣認定事業者1４社）

⇒ 取引対象を更に拡大

海外利用

カジノ入場時の管理

マイナポイントによる
消費活性化策

➣ 「デジタル・ハローワーク・
サービス」、「デジタル・キャンパ
ス」、「納税のデジタル化」、
「建設キャリアアップシステム」
等の推進
（R元.6.4デジタル・ガバメント
閣僚会議決定）

➣ マイナンバーカードの海外利
用が可能に（R6年度目処）

➣ 実証実験の結果等を踏まえ
在外選挙におけるインターネット
投票を実現（検討中）

➣ カジノ施設への入場管理・依
存症対策での活用
（特定複合観光施設区域整備
法第70条）

➣ R2年度にマイナンバーカード
を活用した消費活性化策（マイ
ナポイント）を実施

➣ 顔写真付き身分証として活用

➣ 旧氏の併記も可能に
（R元.11月～）

⇒ 取扱範囲を更に拡大

マイナンバーカードの利活用シーンの拡大

➣ マイナンバーに関係する行政
機関での自分の情報のやりとり
等の確認が可能に（Ｈ29.11～）

➣ 子育て関連手続の申請等をワ
ンストップ化し、プッシュ型お知ら
せサービスを提供（H29.11～）

⇒ 対象手続を更に拡大
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全国のコンビニエンスストア（約54,000）等で住民票の写し等が取得可能なコンビニ交付サービスについて、
更なる普及拡大を図る。

コンビニチェーン

● 取得できる証明書
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・住民票記載事項証明書※

・各種税証明書※

・戸籍証明書※

・戸籍の附票の写し※

※対応しない市町村もあり。

マイナンバー
カード

証明書を交付

住 民 コンビニ等
（約54,000箇所）

導入のメリット

・住民の利便性向上

・窓口業務の負担軽減

・証明書交付事務コストの低減

早朝から夜（6:30～23:00）まで土日祝日も対応いつでも

全国の約54,000店舗で交付を受けられるどこでも

市町村
（約1,740箇所）

証明書発行サーバ

証明書情報を作成

証明書
交付センター

J-LIS

証明書裏面の
偽造防止情報
も付加

導入団体 導入団体の対象人口

令和元年９月1日時点 ６３２ ９，６６９万人

令和元年度末見込み ７１１ １０，１１６万人

コンビニ交付サービス対象人口

年度別コンビニ交付通数
※ 令和元年度末の対象人口 １億人を目標

【地方財政措置による支援】

自治体によるコンビニ交付の導入等を後押しするため、システ
ム構築等に要する経費について特別交付税措置

・ 措置率１／２ 上限額6,000万円
・ 措置期限 令和元年度（期限までの導入で３年間の措置）

マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付サービス

種別
平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度
(4～9月)

住民票 432,348 748,120 1,273,482 1,773,227 928,921

住記載 2,213 6,310 14,418 22,577 12,132

印鑑 393,904 664,150 1,086,277 1,436,862 709,586

税 46,253 87,051 175,996 255,328 186,649

戸籍 24,643 47,196 112,206 192,234 115,059

附票 2,951 5,714 11,869 17,575 10,178

合計 902,312 1,558,541 2,674,248 3,697,803 1,962,525
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マイナンバーカードを健康保険証として利用することにより、新たな健康保険証の発行を待た

ずに、マイナンバーカードにより医療機関で受診が可能、高額療養費の「限度額認定証」の窓口
への持参が不要等のメリットがあります。

マイナンバーカードの健康保険証としての利用のメリットマイナンバーカードの健康保険証としての利用のメリット 内閣府作成リーフレット
より⼀部抜粋
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⾏政機関同⼠があなたの個⼈情報
をやりとり（照会・提供）した
履歴を、確認することができます。

情報提供等記録表⽰
（やりとり履歴）

⾃⼰情報表⽰
（あなたの情報）
⾏政機関等が保有するあなたの
個⼈情報を検索して確認する
ことができます。 B

お知らせ
⾏政機関等から配信される
お知らせを受信することが
できます。

C C

E

E

マイナポータルのお知らせから
ネットバンキング（ペイジー）や
クレジットカードでの公⾦決済が
できます。

公⾦決済サービス

D

D

サービス検索・電⼦申請機能
（ぴったりサービス）

⼦育てなどに関するサービスの検索
や、オンライン申請（⼦育てワンス
トップサービス等）ができます。

B
もっとつながる

（外部サイト連携）
外部サイト※を登録することで、
マイナポータルと⼀体的に使え
るようになります。
※e-Tax、ねんきんネット、⺠
間送達サービスなど

その他のサービス

A

内閣府作成資料

A

マイナポータルとは

○ マイナポータルは、国⺠⼀⼈ひとりのポータルサイトとして、政府が運営するWebサイトです。
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導
⼊
後

導
⼊
前

1

役所に⾏かなければ、⾃分 がどんな
書類を出せばいい のか分かりづらい

申請フォームに⼊⼒、
マイナンバーカードで
電⼦署名して申請…

何かお知らせが
届いた︕お知らせ
を確認しようっと…

⾃治体名を⼊⼒して、
確認したいサービスを
選択っと…

あなたの場合○○○
の書類も必要です。

申請書類を
持ってきました。

仕事に⼦育てに忙しすぎて、役所に
なかなか⾏くことができない

いろいろな書類が届く
から管理が⼤変…

認定通知書や⽀払通知や現況届のお知
らせ等が届くが紙で管理するのは⼤変

概 要

申請今⽇までだけど、⼦供が熱
を出していけない…

2 3サービス検索・⼿続に必要な書類を確認

えっ、HPには
載ってないのに…

いつでもオンライン申請ができる
書⾯様式から⼿⼊⼒でシステムへ⼊⼒
する作業負担を減らすことができる

住民

自治体

住民

自治体

住民

自治体

確認したいサービスを簡単に検索できる

窓⼝で受け付ける作業負担を減らすこ
とができる

お知らせをいつでも便利に確認する
ことができる
書類作成や郵送コストを削減できる

マイナポータルの「ぴったりサービス」

【市区町村の対応状況（（ ）内は人口カバー率）】（R1.6.30時点）
インターネットで手続の検索・比較が可能な団体・・・1,552団体（98.3％）
電子申請が可能な団体 ・・・ 928団体（73.4％）

子育てワンストップ ：平成29年7月からサービス検索を、

同年10月から電子申請を開始

介護ワンストップ ：平成31年1月にガイドライン公開

被災者支援ワンストップ：平成31年3月にガイドライン公開

障害（児）ワンストップ：所管省庁においてガイドライン等を検討中

引越しワンストップ ：所管省庁において検討中

死亡相続ワンストップ ：令和２年度から順次サービスを開始予定（検討中）

あらゆる分野におけるワンストップ：マイナポータルで、あらゆる分野の手続き

（トータル・ワンストップ） の検索・電子申請を迅速・安価・簡単に

実現することが可能【先進事例】三条市

⾃宅のパソコン等から簡単オンライン申請 ⾃治体からのプッシュ型お知らせ
○ 子育てワンストップ

○ 各種ワンストップサービスの展開

内閣府作成資料を
元に改変
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行政のデジタル化に係る論点に対する考え方
（行政のデジタル化と基盤としてのマイナンバー制度）

【議論の着眼点（案）】
○ 行政のデジタル化を進めるに当たっては、行政手続をオンライン化することで住民の利便性を

高めるとともに、行政事務を効率化することが重要であるが、そのためには、オンラインによる手続
において本人確認を確実に行っていくことが求められるのではないか。

○ マイナンバー制度による情報連携は、マイナンバーカードによる本人確認（番号確認、身元確認）
により行政手続を行う際の添付書類を不要とし、複数行政機関にわたる手続をワンストップ化する
など、これまでに一定の効果を挙げており、このようなマイナンバーカードの活用や効果を広く普及
させていく必要があるのではないか。

○ さらに、マイナンバーカードのICチップに搭載された公的個人認証の電子証明書は、インターネッ
ト等によるオンライン手続や取引において安全・確実な本人確認を可能とするものであり、既にコン
ビニ交付サービスや民間での取引で活用されている。その他の機能も含め、今後、さらにカード
の活用を拡大していけるのではないか。

○ 行政のデジタル化に当たっては、このようなマイナンバーカードの機能を十分に活用することが重
要であり、そのための基盤としてマイナンバーカードの普及を積極的に進めていくことが必要ではな
いか。

※ 第23回専門小委員会における議論
＜マイナンバー制度＞
・ マイナンバー制度を積極的に活用することにより、給付行政等において、申請等を省略可能とすることができれば、行

政の効率化のみならず、住民の利便性の向上にも資するのではないか。
15


